
        平成 15 年 12 月 10 日 
 事 業 名： 群馬県林業公社分収林契約事業 
現  場： 勢多郡東村尾沢入 
施 工 者： わたらせ森林組合 
検 査 日： 平成 15 年 12 月 04 日 

【現場全容】 検査ルート     
  破断箇所（補修実施）   シカが柵に引っ掛かって死んだ箇所 
  噛んだ跡   柵倒壊による修復箇所（補修済） 
 

  

  

【総

 

 
枯葉が柵の下部にたまっている 

                                                 

評】①わたらせ森林組合様により既に柵の破断箇所及び倒壊箇所においては、補修や復旧が行われ 
ていたため、大きな破断、倒壊箇所は確認されなかった 
②倒壊復旧箇所は、主に支柱の倒壊によるものが原因である。これは柵にシカの角等が引掛り、

相当シカが暴れたもののダイニーマ®容易に切断せず支柱に過剰な負担がかかったためと推察

できる。 
③柵はシカ等による噛み跡が多数確認されたものの、ポリエチレン一般糸は切断されたがダイ

ニーマ®は切断を免れた状態であった。 
④破断箇所は、５０ｃｍ四方のダイニーマ®を写真のように貼り付け縫製しました。 
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